
 

 

令和 6 年 3 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 6 年 2 月 26 日 



令和 6 年 3 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 3 号  地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について 

議案第 4 号  浜田市生活路線バス条例の一部を改正する条例について 

議案第 5 号  浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第 6 号  浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について 

議案第 7 号  浜田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 8 号  浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

議案第 9 号  浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 10 号  浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 11 号  浜田市子育て世代包括支援センター条例の一部を改正する条例

について 

議案第 12 号  浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 13 号  浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまち

づくり条例の一部を改正する条例について 

議案第 14 号  浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第 15 号  浜田市漁港管理条例の一部を改正する条例について 

議案第 16 号  浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 17 号  浜田市水道給水条例及び浜田市水道事業の布設工事監督者の配

置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する

条例の一部を改正する条例について 

議案第 18 号  市道路線の認定について（周布 118 号線） 

議案第 19 号  令和 5 年度浜田市一般会計補正予算（第 9 号） 

議案第 20 号  令和 5 年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 21 号  令和 5 年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 22 号  令和 5 年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 23 号  令和 5 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 4 号） 

議案第 24 号  令和 6 年度浜田市一般会計予算 



議案第 25 号  令和 6 年度浜田市国民健康保険特別会計予算 

議案第 26 号  令和 6 年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

議案第 27 号  令和 6 年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 28 号  令和 6 年度浜田市水道事業会計予算 

議案第 29 号  令和 6 年度浜田市工業用水道事業会計予算 

議案第 30 号  令和 6 年度浜田市下水道事業会計予算 

同 意 第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

報 告 

報 告 第 1 号 専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）既設橋梁

撤去工事（その 2）） 
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議案第 3 号 

 

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について 

 

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例 

 

（浜田市監査委員条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市監査委員条例（平成 17 年浜田市条例第 12 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 3 条中「第 243 条の 2 の 2 第 3 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 3 項」に

改める。 

（浜田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和 2 年浜田

市条例第 21 号）の一部を次のように改正する。 

第 1 条中「第 243 条の 2 第 1 項」を「第 243 条の 2 の 7 第 1 項」に、「第

243 条の 2 の 2 第 3 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 3 項」に改める。 

第 2 条中「第 173 条第 1 項第 1 号」を「第 173 条の 4 第 1 項第 1 号」に

改める。 

（浜田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第 3 条 浜田市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年浜田市条例第 38

号）の一部を次のように改正する。 

第 7 条中「第 243 条の 2 の 2 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」に

改める。 

（浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第 4 条 浜田市水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 260

号）の一部を次のように改正する。 

第 5 条中「第 243 条の 2 の 2 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」に

改める。 

（浜田市工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第 5 条 浜田市工業用水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年浜田市条

例第 262 号）の一部を次のように改正する。 

第 6 条中「第 243 条の 2 の 2 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 4 号 

 

浜田市生活路線バス条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市生活路線バス条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市生活路線バス条例の一部を改正する条例 

 

浜田市生活路線バス条例（平成 19 年浜田市条例第 9 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第 2 条第 2 項中「規則で定める」を「市長が別に定め、これを公表するも

のとする」に改める。 

別表第 1 浜田路線の部に次のように加える。 

有福線 はまだお魚市場入口から浜田駅

を経由する有福温泉までの間 

毎日 

別表第 1 金城路線の部を次のように改める。 

金城路線 金城線 大元集会所から浄光寺を経由

する七条までの間 

月曜日から

土曜日まで 

別表第 1 三隅路線の部循環線の款右回り線の項中「三保三隅駅まで」を「三

隅支所まで」に改め、同款左回り線の項中「三保三隅駅から」を「三隅支所

から」に改め、「及び三隅支所」を削る。 

別表第 2 浜田路線の項を次のように改める。 

浜田路線 櫟田原線 200 円 

有福線 区間に応じて、200 円、400 円、

600 円又は 800 円のいずれか規

則で定める額 

別表第 3 普通定期乗車券の項に次のように加える。 

使用料が 800 円の区間 28,800 円 82,080 円 155,520 円 

別表第 3 通学定期乗車券の項に次のように加える。 

使用料が 800 円の区間 24,000 円 68,400 円 129,600 円 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

（準備行為） 

2  この条例による改正後の浜田市生活路線バス条例別表第 1 から別表第 3

までの規定に係る同条例第 3 条第 1 項第 2 号に規定する回数乗車券使用運

賃及び同項第 3 号に規定する定期乗車券使用運賃の徴収その他の行為は、

この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第 5 号 

 

浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例 

 

浜田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 27 年浜田市条例

第 40 号）の一部を次のように改正する。 

第 8 条第 2 項中「100 分の 165」を「100 分の 170」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 6 号 

 

浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

浜田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成 20 年浜田

市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 2 項中「100 分の 15」を「100 分の 40」に、「100 分の 165」を「100

分の 170」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 7 号 

 

浜田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市長等の給与に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 54 号）の一部を

次のように改正する。 

第 4 条第 2 項中「100 分の 15」を「100 分の 40」に、「100 分の 165」を「100

分の 170」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 8 号 

 

浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

 

浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年浜田

市条例第 19 号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条各号中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第 14 条第 1 項後段を削り、同条の次に次の 1 条を加える。 

（常時勤務会計年度任用職員の勤勉手当） 

第 14 条の 2 給与条例第 29 条の規定は、任期の定めが 6 月以上の常時勤務

会計年度任用職員について準用する。 

2  前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項に規定する任期の定めが 6 月以上

の常時勤務会計年度任用職員に支給する勤勉手当について準用する。 

第 17 条第 1 項中「100 円未満の端数があるときは、これを四捨五入して」

を「1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てて」に改め、同条第 2 項

中「10 円未満の端数があるときは、これを四捨五入して」を「1 円未満の端

数があるときは、これを切り捨てて」に改め、同条第 3 項中「四捨五入して」

を「切り捨てて」に改める。 

第 23 条第 1 項中「この条」の次に「及び次条」を加え、「第 2 項中「100 分

の 122.5」とあるのは「100 分の 130」と、同条」を削り、「合計額」とあるの

は」の次に「、」を加え、「以前 6 月以内の短時間勤務会計年度任用職員とし

ての在職期間における報酬」を「において、月額により報酬が定められてい

る会計年度任用職員にあっては報酬の月額とし、日額又は時間額で報酬が定

められている会計年度任用職員にあっては当該職員の受ける報酬」に改め、

同条の次に次の 1 条を加える。 

（短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当） 

第 23 条の 2 給与条例第 29 条の規定は、任期の定めが 6 月以上の短時間勤

務会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第 3 項中

「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現

在において、月額により報酬が定められている会計年度任用職員にあって

は報酬の月額とし、日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用

職員にあっては当該職員の受ける報酬（常時勤務会計年度任用職員との均

衡を考慮して規則で定める額を除く。）の 1 月当たりの平均額」と読み替え

るものとする。 
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2  前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項に規定する任期の定めが 6 月以上

の短時間勤務会計年度任用職員に支給する勤勉手当について準用する。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

（浜田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

2  浜田市職員の育児休業等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 46 号）

の一部を次のように改正する。 

第 7 条第 2 項中「（地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項に規定する会計年度

任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削る。 

第 8 条中「職員（」の次に「地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項に規定す

る」を加える。 
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議案第 9 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

第 2 条第 53 号から第 56 号までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に改め、同条第 57 号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」

に改め、同条第 58 号から第 62 号までの規定中「建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律」に改める。 

別表第 9 第 2 項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

別表第 11 第 1 項第 1 号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第 11 条第 1 項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

第 11 条第 1 項」に改め、同号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行令」に改める。 

別表第 17 及び別表第 19 第 1 項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 10 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

  



17 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

別表第 20 第 3 項第 5 号ア中「118 万円」を「145 万円」に改め、同号イ中

「141 万円」を「172 万円」に改め、同号ウ中「159 万円」を「192 万円」に

改め、同号エ中「195 万円」を「236 万円」に改め、同号オ中「227 万円」を

「274 万円」に改め、同号カ中「455 万円」を「564 万円」に改め、同号キ中

「582 万円」を「724 万円」に改め、同号ク中「707 万円」を「879 万円」に

改める。 

別表第 22 第 1 項第 2 号中「をいう。」の次に「以下この号、」を加え、同号

ア及びイを次のように改める。 

ア 当該移動式製造設備について液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律第 37 条の 4 第 1 項の許可を受けた者 

1 件 6,000 円 

イ ア以外の者   

（ア） 処理容積が 1,000 万立方メートル以

上の設備 

1 件 9 万 1,000 円 

（イ） 処理容積が 500 万立方メートル以上

1,000 万立方メートル未満の設備 

1 件 7 万 5,000 円 

（ウ） 処理容積が 100 万立方メートル以上

500 万立方メートル未満の設備 

1 件 6 万円 

（エ） 処理容積が 50 万立方メートル以上

100 万立方メートル未満の設備 

1 件 4 万 4,000 円 

（オ） 処理容積が 10 万立方メートル以上

50 万立方メートル未満の設備 

1 件 2 万 7,000 円 

（カ） 処理容積が 2 万 5,000 立方メートル

以上 10 万立方メートル未満の設備 

1 件 2 万 1,000 円 

（キ） 処理容積が 5,000 立方メートル以上

2 万 5,000 立方メートル未満の設備 

1 件 1 万 6,000 円 

（ク） 処理容積が 1,000 立方メートル以上

5,000 立方メートル未満の設備 

1 件 1 万 3,000 円 

（ケ） 処理容積が 200 立方メートル以上

1,000 立方メートル未満の設備 

1 件 1 万 1,000 円 
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（コ） 処理容積が 100 立方メートル以上

200 立方メートル未満の設備 

1 件 7,400 円 

別表第 22 第 1 項第 2 号ウからコまでを削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市手数料条例の規定は、この条例の施行の

日以後に受け付けた申請に係る手数料について適用し、同日前に受け付け

た申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第 11 号 

 

浜田市子育て世代包括支援センター条例の一部を改正する条例につい

て 

 

浜田市子育て世代包括支援センター条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市子育て世代包括支援センター条例の一部を改正する条例 

 

浜田市子育て世代包括支援センター条例（令和 3 年浜田市条例第 44 号）の

一部を次のように改正する。 

第 1 条中「、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 22 条第 1 項に規定

する母子健康包括支援センターとして」を削る。 

第 2 条第 2 号中「第 22 条第 2 項各号」を「（昭和 40 年法律第 141 号）第

22 条第 1 項各号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 12 号 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成 26 年浜田市条例第 32 号）の一部を次のように改正する。 

第 23 条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければならない」

を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆に

よって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信

を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない」に改める。 

第 53 条第 2 項第 2 号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 23 条の改正規定は、令和

6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 13 号 

 

浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまちづくり

条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまちづくり条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまちづくり

条例の一部を改正する条例 

 

浜田市障がいのある人もない人も共に生きることができるまちづくり条

例（平成 30 年浜田市条例第 12 号）の一部を次のように改正する。 

第 10 条第 1 項中「市」の次に「及び事業者」を加え、同条第 2 項を削り、

同条第 3 項中「第 1 項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第 2 項とす

る。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 14 号 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

浜田市国民健康保険条例（平成 17 年浜田市条例第 151 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 14 条の 3 の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外

の部分中「一般被保険者（法附則第 7 条第 1 項に規定する退職被保険者等（以

下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」

を削り、同条第 1 号ア中「（一般被保険者に係るものに限る。）」及び「の合算

額」を削り、同号イ中「附則第 22 条」を「附則第 7 条」に改め、「島根県が

行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、」を削り、同号カ中「退

職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負

担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療

養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに島根県が行う国

民健康保険の一般被保険者に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用の額」を削り、同条第 2 号イ中「附

則第 22 条」を「附則第 7 条」に改め、同号ウ中「（エにおいて「国民健康保

険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する

費用（法附則第 22 条の規定により読み替えられた法第 70 条第 1 項に規定す

る療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）」を削

り、同号エ中「法附則第 9 条第 1 項の規定により読み替えられた」及び「並

びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要

する費用に係るものに限る。）」を削る。 

第 15 条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者

に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一

般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を

一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

第 16 条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第 1 項中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。 

第 18 条の見出し及び同条第 1 項各号列記以外の部分中「一般被保険者に

係る」を削り、同項第 2 号及び第 3 号ア中「一般被保険者」を「被保険者」

に改める。 

第 18 条の 2 から第 18 条の 5 の 2 までを次のように改める。 

第 18 条の 2 から第 18 条の 5 の 2 まで 削除 
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第 18 条の 6 中「又は第 18 条の 2」及び「（一般被保険者と退職被保険者等

が同一の世帯に属する場合には、第 15 条の基礎賦課額と第 18 条の 2 の基礎

賦課額との合算額をいう。第 21 条及び第 22 条第 1 項において同じ。）」を削

る。 

第 18 条の 6 の 2 の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記

以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第 1 号中「であって、島

根県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り、同条第 2 号ア

中「附則第 22 条」を「附則第 7 条」に改め、同号イ中「法附則第 9 条第 1 項

の規定により読み替えられた」を削る。 

第 18 条の 6 の 3 の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般

被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険者と退職被保

険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する

世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

第 18 条の 6 の 4 の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般

被保険者」を「被保険者」に改める。 

第 18 条の 6 の 6 の見出し及び同条第 1 項各号列記以外の部分中「一般被

保険者に係る」を削り、同項第 1 号、第 2 号及び第 3 号ア中「一般被保険者」

を「被保険者」に改める。 

第 18 条の 6 の 7 から第 18 条の 6 の 11 までを次のように改める。 

第 18 条の 6 の 7 から第 18 条の 6 の 11 まで 削除 

第 18 条の 6 の 12 中「又は第 18 条の 6 の 7」及び「（一般被保険者と退職

被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第 18 条の 6 の 3 の後期高齢者

支援金等賦課額と第 18 条の 6 の 7 の後期高齢者支援金等賦課額との合算額

をいう。第 21 条及び第 22 条第 1 項において同じ。）」を削り、「22 万円」を

「24 万円」に改める。 

第 18 条の 7 第 2 号ア中「附則第 22 条」を「附則第 7 条」に改め、同号イ

中「法附則第 9 条第 1 項の規定により読み替えられた」を削る。 

第 21 条第 1 項中「若しくは特例対象被保険者等でなくなった」、「、第 18

条の 2」及び「若しくは第 18 条の 6 の 7」を削り、「場合を除く。）」の次に

「又は特例対象被保険者等となった場合」を加え、「若しくは第 18 条の 5」

を削り、同条第 2 項中「、第 18 条の 2、」を「若しくは」に改め、「若しくは

第 18 条の 6 の 7」及び「若しくは第 18 条の 5」を削る。 

第 22 条第 1 項中「又は第 18 条の 2」を削り、同項第 2 号中「29 万円」を

「29 万 5,000 円」に改め、同項第 3 号中「53 万 5,000 円」を「54 万 5,000
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円」に改め、同条第 3 項中「又は第 18 条の 2」及び「又は第 18 条の 6 の 7」

を削り、「22 万円」を「24 万円」に、「とする」を「と読み替えるものとする」

に改め、同条第 4 項中「又は第 18 条の 2」を削り、「とする」を「と読み替

えるものとする」に改める。 

第 22 条の 3 第 1 項中「又は第 18 条の 5」を削り、同条第 3 項中「又は第

18 条の 5」、「又は第 18 条の 6 の 10」及び「、「第 18 条第 2 項」とあるのは

「第 18 条の 6 の 6 第 2 項」と」を削り、同条第 4 項第 1 号中「又は第 18 条

の 5」を削り、同条第 6 項中「又は第 18 条の 5」、「又は第 18 条の 6 の 10」

及び「、「第 18 条第 2 項」とあるのは「第 18 条の 6 の 6 第 2 項」と」を削

る。 

第 22 条の 4 第 1 項中「又は第 18 条の 2」を削り、同条第 3 項中「又は第

18 条の 2」及び「又は第 18 条の 6 の 7」を削り、「22 万円」を「24 万円」に

改め、同条第 4 項及び第 5 項中「又は第 18 条の 2」を削り、同条第 7 項中

「又は第 18 条の 2」及び「又は第 18 条の 6 の 7」を削り、「22 万円」を「24

万円」に改め、同条第 8 項中「又は第 18 条の 2」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市国民健康保険条例の規定は、令和 6 年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和 5 年度以前の年度分の保険料

については、なお従前の例による。 
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議案第 15 号 

 

浜田市漁港管理条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 

浜田市漁港管理条例（平成 17 年浜田市条例第 201 号）の一部を次のように

改正する。 

第 1 条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に

改める。 

第 14 条第 1 項本文中「採取又は」を「採取若しくは」に改め、「受けた者」

の次に「又は法第 43 条第 4 項に規定する認定計画実施者（法第 44 条第 1 項

に規定する認定計画において法第 42 条第 2 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事

項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は法第 50 条第 1 項各号に掲

げる事項を定めた者に限る。）」を加え、同項ただし書中「同条第 4 項」を「法

第 39 条第 4 項」に改める。 

第 16 条第 1 項中「船舶は、」を「市長は、船舶が」に、「速やかに市長に届

け出なければならない」を「、規則で定めるところにより、入港届又は出港

届を提出させることができる」に改め、同項ただし書及び同条第 2 項を削る。 

第 19 条第 5 号中「、第 12 条第 1 項又は第 16 条」を「又は第 12 条第 1 項」

に、「第 46 条第 4 号」を「第 72 条第 3 号」に改める。 

別表第 2 中「給油施設」を「燃料供給施設、増殖及び養殖用施設、畜養施

設」に改め、「加工場」の次に「、直売所」を加える。 

別表第 3  2  占用料の表漁港区域内の水域の項中「水産物増養殖施設」

の次に「又は畜養施設」を加え、同表備考 2 及び備考 3 中「水産物増養殖施

設」の次に「又は畜養施設」を、「について」の次に「、」を加える。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 16 号 

 

浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市営住宅条例（平成 17 年浜田市条例第 247 号）の一部を次のように改

正する。 

第 6 条第 3 項第 8 号イ中「第 10 条第 1 項」の次に「又は第 10 条の 2」を

加える。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 17 号 

 

浜田市水道給水条例及び浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

浜田市水道給水条例及び浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及

び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市水道給水条例及び浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

（浜田市水道給水条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市水道給水条例（平成 29 年浜田市条例第 40 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 5 条第 1 項、第 37 条第 2 項及び第 45 条第 1 号中「厚生労働省令」を

「国土交通省令」に改める。 

（浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例（平成 24 年浜田市条例第 52 号）の

一部を次のように改正する。 

第 4 条第 6 号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 18 号 

 

市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第 8 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

治和町35番1地先

治和町35番3

以下余白

市道認定路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

07-3-118 周布118号線 106.2 m 6.0 m 4.0 m
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認 定

詳細図

認 定

周布118号線

延長 106.2m

幅員 4.0m～6.0m
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議案第23号

令 和 5 年 度

浜田市公共下水道事業会計補正予算

（第 4 号）



1

予算に関する説明書

2

3

5

6

7

その他の書類

令和5年度　収益的収入及び支出明細書　…………………………………… 9

令和5年度　資本的収入及び支出明細書　…………………………………… 9

令和5年度　浜田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………………

令和5年度　個別注記  …………………………………………………………………

目　　　　　　次

令和5年度　浜田市公共下水道事業会計補正予算（第4号）　………………………………………

令和5年度　浜田市公共下水道事業会計予算実施計画  ……………………………

令和5年度　浜田市公共下水道事業予定貸借対照表　…………………………………
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（総則）

第1条 令和5年度浜田市公共下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度浜田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第2項

第1款

第2項

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第1項

第4項

第1款

第1項

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条中「303,592千円」を「300,892千円」に改める。

令和6年2月26日　提出

浜田市長　久保田　章 市

建 設 改 良 費 266,566 △ 3,000 263,566

営 業 外 収 益 443,792 △ 2,700 441,092

他 会 計 出 資 金 107,388 △ 1,500 105,888

（既決予定額） （補正予定額） （計）

支　出 千 円 千円 千 円

（科　目）

令和5年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

570,572 △ 2,700 567,872

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入 千 円 千 円 千 円

下水道事業収益

営 業 外 費 用 51,870 49,170

571,587 △ 2,700 568,887下水道事業費用

△ 2,700

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入 千 円 千 円 千 円

412,787 △ 3,000 409,787

国 県 補 助 金 114,499 △ 1,500 112,999

資 本 的 収 入

649,886 △ 3,000 646,886

（科　目）

資 本 的 支 出

（既決予定額） （補正予定額） （計）

支　出 千 円 千 円 千 円
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　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業収益 570,572 △ 2,700 567,872

(2) 営 業 外 収 益 443,792 △ 2,700 441,092

2 他 会 計 補 助 金 303,592 △ 2,700 300,892

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業費用 571,587 △ 2,700 568,887

(2) 営 業 外 費 用 51,870 △ 2,700 49,170

1 支 払 利 息 及 び 44,170 △ 2,700 41,470

企 業 債 取 扱 諸 費

　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 412,787 △ 3,000 409,787

(1) 国 県 補 助 金 114,499 △ 1,500 112,999

1 国 庫 補 助 金 114,499 △ 1,500 112,999

(4) 他 会 計 出 資 金 107,388 △ 1,500 105,888

1 他 会 計 出 資 金 107,388 △ 1,500 105,888

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 649,886 △ 3,000 646,886

(1) 建 設 改 良 費 266,566 △ 3,000 263,566

1 管 渠 費 161,870 △ 1,000 160,870

2 処 理 場 費 104,696 △ 2,000 102,696

資本的収入及び支出

款 項 目

款 項 目

款 項 目

令和5年度　浜田市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目

2



（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 422,630

ﾛ　建物 538,590

 減価償却累計額 △ 261,216 277,374

ﾊ　構築物 10,422,075

 減価償却累計額 △ 4,273,114 6,148,961

ﾆ　機械及び装置 2,227,334

 減価償却累計額 △ 1,613,816 613,518

ﾎ　工具器具及び備品 5,001

 減価償却累計額 △ 4,500 501

ﾍ　建設仮勘定 324,836

 有形固定資産合計 7,787,820

(2) 無形固定資産

ｲ　ソフトウェア 2,944

 無形固定資産合計 2,944

 固定資産合計 7,790,764

2　流動資産

(1) 現金預金 29,234

(2) 未収金 30,988

　　 貸倒引当金 △ 782 30,206

 流動資産合計 59,440

 資産合計 7,850,204

令和5年度　浜田市公共下水道事業予定貸借対照表

（令和6年3月31日）

資　　産　　の　　部
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3　固定負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 3,177,285

 企業債合計 3,177,285

(2) 引当金

ｲ　退職給付引当金 9,148

 引当金合計 9,148

(3) その他固定負債 450

 固定負債合計 3,186,883

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 368,662

 企業債合計 368,662

(2) 未払金 17,269

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 3,655

 引当金合計 3,655

(4) その他流動負債 10,095

 流動負債合計 399,681

5　繰延収益

  (1）長期前受金 5,713,785

      長期前受金収益化累計額 △ 2,685,629

 繰延収益合計 3,028,156

 負債合計 6,614,720

6　資本金

(1) 固有資本金 471,341

(2) 繰入資本金 561,005

 資本金合計 1,032,346

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　国庫補助金 193,785

ﾛ　受贈財産評価額 1,743

 資本剰余金合計 195,528

(2) 利益剰余金

ｲ　当年度未処分利益剰余金 7,610

 利益剰余金合計 7,610

 剰余金合計 203,138

 資本合計 1,235,484

 負債資本合計 7,850,204

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 下水道使用料 96,979

 (2) その他営業収益 779 97,758

2　営業費用

 (1) 管渠費 19,204

 (2) ポンプ場費 2,624

 (3) 処理場費 89,337

 (4) 業務費 9,180

 (5) 総係費 23,120

 (6) 減価償却費 279,299

 (7) 資産減耗費 37,830 460,594

営業損失 362,836

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 1

 (2) 他会計補助金 300,892

 (3) 長期前受金戻入 140,197

 (4) 消費税及び地方消費税還付金 1

 (5) 雑収益 1 441,092

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 41,470

 (2) 雑支出 7,700 49,170 391,922

経常利益 29,086

5　特別利益

 (1) 過年度損益修正益 19,324 19,324

6　特別損失

 (1) 過年度損益修正損 47,113 47,113

7　予備費

 (1) 予備費 1,200 1,200 △ 28,989

当年度純利益 97

前年度繰越利益剰余金 7,513

当年度未処分利益剰余金 7,610

<参考>

財源措置します。

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が362,836千円の赤字となっていますが、実質的な営業損

益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、222,639千円の赤字と

なります。

令和5年度　浜田市公共下水道事業予定損益計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

　営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費41,470千円のうち、16,300千円は企業債（資本費平準化債）で
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益 97

減価償却費 279,299

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,897

賞与等引当金の増減額（△は減少） 62

長期前受金戻入額 △ 140,197

資産減耗費 37,830

受取利息及び配当金（△) △ 1

支払利息 41,470

過年度損益修正損 46,840

過年度損益修正益（△） △ 19,324

未収金の増減額（△は増加） △ 1,642

246,331

受取利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △ 41,470

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） 204,862

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出（△） △ 242,584

国庫補助金収入 102,726

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 139,858

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 207,200

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還等による支出（△） △ 383,320

他会計からの出資による収入 105,888

一時借入金の借入による収入 400,000

一時借入金の返済による支出（△） △ 400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) △ 70,232

資金増加額（△は減少額）　　　　 (A+B+C) △ 5,228

資金期首残高 34,462

資金期末残高 29,234

令和5年度　浜田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計
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1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）固定資産の減価償却の方法について
① 有形固定資産（リース資産を除く）
　浜田市公共下水道事業会計規則第86条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　浜田市公共下水道事業会計規則第86条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

③ リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

（2）引当金の計上方法について
① 貸倒引当金
　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸
倒引当金として計上している。

② 退職給付引当金
　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の
要支給額から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額
を控除した額を計上している。
　なお、公営企業会計移行の前日（令和2年3月31日）までに発生している退職給付
に係る債務については、公共下水道事業特別会計に係るものとして、一般会計で負
担することにしている。

③ 賞与等引当金
　職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、
当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計
上している。

（3）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について
① 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2.予定貸借対照表等に関する注記

（1）企業債の償還に係る他会計の負担について
　貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）の
うち、浜田市(市長部局）との協定等に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は
3,179,926千円である。

構築物 15～50

令和5年度　個 別 注 記 

種　類 耐用年数(年)
建物 8～50

機械及び装置 10～20

種　類 耐用年数(年)
ソフトウェア 5
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3.予定損益計算書に関する注記

　特記事項なし。

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

（1）重要な非資金取引について　　該当なし。

5.セグメント情報に関する注記

（単位：千円）

合　　　計

6.減損損失に関する注記

（1）減損の兆候について　　該当なし。

7.重要な後発事象に関する注記　　該当なし。

8.その他の注記　　

（1）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて
　当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利
費の支払いを行うため、賞与等引当金3,482千円を取り崩す。

セグメント区分
公共下水道事業

事　業　の　内　容

特定環境保全公共下水道事業 国府地区、旭地区、三隅地区における、し尿・生活
雑排水等の処理

　　公共下水道事業会計は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営していること
　から、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の2つを報告セグメントとしている。

浜田市街地における、し尿・生活雑排水等の処理

公共下水道事業 特定環境保全
公共下水道事業

供用開始前のため
計上なし

営業収益 97,758 97,758
営業費用 460,594 460,594
営業損益 △ 362,836 △ 362,836

0 29,086 29,086経常損益
セグメント資産 522,406 7,327,798 7,850,204
セグメント負債 448,829 6,165,891 6,614,720
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　収　　入 （単位：千円）

1 570,572 △ 2,700 567,872

(2) 443,792 △ 2,700 441,092

2 303,592 △ 2,700 300,892

他 会 計 補 助 金 △ 2,700

　支　　出 （単位：千円）

1 571,587 △ 2,700 568,887

(2) 51,870 △ 2,700 49,170

1 支払利息及び 44,170 △ 2,700 41,470

企業債取扱諸費 企 業 債 利 息 △ 730

一 時 借 入 金 利 息 △ 1,970

　収　　入 （単位：千円）

1 412,787 △ 3,000 409,787

(1) 114,499 △ 1,500 112,999

114,499 △ 1,500 112,999

国 庫 補 助 金 △ 1,500

(4) 107,388 △ 1,500 105,888

1 他会計出資金 107,388 △ 1,500 105,888

他 会 計 出 資 金 △ 1,500

　支　　出 （単位：千円）

1 649,886 △ 3,000 646,886

(1) 266,566 △ 3,000 263,566

1 管渠費 161,870 △ 1,000 160,870

委 託 料 △ 1,000

2 処理場費 104,696 △ 2,000 102,696

委 託 料 △ 2,000

令和5年度　収益的収入及び支出明細書

款　　　　項　　　　目 既決予定額 補正予定額 計 節 金　額

下 水 道 事 業 収 益

営 業 外 収 益

他会計補助金

款　　　　項　　　　目 既決予定額 補正予定額 計 節 金　額

営 業 外 費 用

下 水 道 事 業 費 用

資 本 的 収 入

令和5年度　資本的収入及び支出明細書

款　　　　項　　　　目 既決予定額 補正予定額 計 節 金　額

他 会 計 出 資 金

1　国庫補助金

国 庫 補 助 金

款　　　　項　　　　目 既決予定額 補正予定額 計 節 金　額

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費
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1 

同意第 1 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第 6

条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和 6 年 2 月 26 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

住 所 （省略） 

職 業 地方公務員 

氏 名 中 川 伸 二 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 地方公務員 

氏 名 和 田 充 麿 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 外 浦 和 夫 

生年月日 （省略） 

 

 

（参 考） 

前任者   中 川 伸 二（令和 6 年 6 月 30 日まで） 

森 下 孝 生（令和 6 年 6 月 30 日まで） 

渡 邉 敏 明（令和 6 年 6 月 30 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   人権擁護委員法第 9 条 


